
 
「広島県医師会医事紛争委員会取り扱い事案 1,000 例の解析」についての説明 

 

１．研究の目的 
医療環境の変化に伴う医事紛争の解析(原因・リスク認知等)は,医療現場での事故予防対策の立案や安全で

良質な医療を提供するために必須です。広島県医師会では1963年、国内で先駆けとなる医療事故特別委員会
が設置され、2024年に検証対応件数が2,000件に達しました。このうち2001年までの1,000件の解析結果は
2004年(広島医学57巻5号平成16年)に報告済みです。今回、後半1,000件を解析し、前半1,000件の結果と比
較することで時代による医事紛争の変遷・多様化などを明らかにする事を目的とします。この解析結果によ
り日常診療業務でのリスクの認識に繫がり、事故の予防とともにより安全で安心・良質な医療提供に寄与し
ます。またこの研究結果は論文等で公表し社会に還元いたします。 

２．対象となる方 
2001 年 2 月 1 日 〜 2024 年 7 月 8 日 
広島県医師会医事紛争委員会に提出された医事紛争事案 1,000 例 
（申請施設で集積連結不可能匿名化されたデータ）を対象とします。 

３．研究に利用する情報について 
医事紛争報告書や診療録等から情報を転記して解析を行いますが、誰の資料かわからないようにして研究を

実施し、プライバシーの保護には細心の注意を払い、個人情報は保護します。 
（個人を特定可能な情報は解析に用いませんし，個人が特定出来る情報は転記しません）。 

４．研究期間 
  2025 年 2 月 25 日（倫理審査承認日） 〜  2026 年 6 月 14 日 （解析期間等を含む） 

５．得られた情報を利用する者の範囲 
【本研究責任者】    広島県医師会医事紛争委員会 医事紛争事案分析・検討ワーキング 
             ワーキング⻑ 田中 丈夫 

６．得られた情報の管理責任者 
【本研究責任者】    広島県医師会医事紛争委員会 医事紛争事案分析・検討ワーキング 
             ワーキング⻑ 田中 丈夫 

７．拒否の自由 
本研究への参加は、あなたの自由意思に基づくもので、強制ではありません。あなたの情報をこの研究に

用いられることについてご了承いただけない場合には下記の連絡先までお申出ください。このことにより、
あなたは何ら医療上の不利益を受けることはありません。ご連絡をいただかなかった場合、ご了承いただい
たものとさせていただきます。 

８．研究に関する相談・問合わせ先 
この文書を読まれてよくわからないことがあった場合、下記連絡先までお問合せください。 

 
【お問い合わせ先】 

広島県医師会 医事紛争委員会 医事紛争事案分析・検討ワーキング 
                  ワーキング⻑ 田中 丈夫 
                  住所：〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2 番 3 号 

TEL：082-568-1511   FAX：082-568-2112 


